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「
今
年
は
春
よ
り
長
雨
が
続
き
麦
の
赤
カ
ビ
病
対
策
に
悩
ま
さ
れ
大
変

で
し
た
が
幸
い
に
天
候
の
回
復
に
恵
ま
れ
て
麦
の
収
穫
も
無
事
に
で
き
、

大
豆
の
作
付
け
・
田
植
え
等
の
農
作
業
も
完
了
し
、
会
員
の
皆
様
は
ご
健

勝
で
ご
活
躍
の
事
と
存
じ
ま
す
。 

　
私
達
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
は
、
地
方
財
政
の
健
全
化
を
目
標
に
合
併
問

題
、
米
の
需
給
調
整
の
問
題
な
ど
、
当
面
す
る
課
題
は
山
積
み
し
て
お
り

ま
す
。 

　
名
田
島
地
区
で
は
長
い
間
の
懸
案
事
項
で
あ
り
ま
し
た
自
治
会
組
織
化

の
問
題
が
協
力
員
会
で
討
議
さ
れ
、
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
各
集
落
に
自

治
会
参
加
へ
の
意
向
が
反
映
さ
れ
各
種
団
体
の
賛
同
を
得
て
、
三
月
二
十

九
日
名
田
島
自
治
連
合
会
が
発
足
い
た
し
ま
し
た
事
を
心
か
ら
感
謝
致
す

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
自
治
会
運
営
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
総
務
部
会
、
民
生
部
会
、
土

木
部
会
、
教
育
部
会
を
設
け
、
名
田
島
地
区
に
当
面
し
て
い
る
問
題
、
少

子
高
齢
化
の
問
題
、
清
掃
活
動
の
問
題
、
防
災
対
策
と
し
て
市
道
建
設
問

題
（
向
山
中
）
、
大
堤
防
護
岸
工
事
等
の
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
く
組
織

体
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。 

　
自
治
会
組
織
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
一
歩

く
ず
つ
牛
歩
戦
術
で
皆
様
方
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
事
の
な
い
よ
う
に
職
務
を
全
う
す
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。 会

長
ご
挨
拶 

会
長
ご
挨
拶 名

田
島
自
治
会
連
合
会 

　
　
会
長
　
大
林
　
基
宏 

名
田
島
自
治
会
連
合
会
発
足
に
よ
せ
て 

役

員

紹

介

 

会
　
　
　
　
長
　
大
林
　
基
宏
　
（
昭
和
東
自
治
委
員
） 

副

　

会

　
長
　
三
輪
　
正
明
　
（
島
　
上
自
治
委
員
） 

　
　
〃
　
　
　
　
松
永
　
君
子
　
（
婦
人
会
） 

会
　
　
　
　
計
　
佐
々
木
　
毅
　
（
向
山
下
自
治
委
員
） 

監
　
　
　
　
事
　
金
子
　
鋭
二
　
（
新
開
作
沖
自
治
委
員
） 

　
　
〃
　
　
　
　
西
村
　
哲
郎
　
（
西
開
作
下
自
治
委
員
） 

総
務
部
会
　
長
　
国
重
　
　
昇
　
（
昭
和
西
自
治
委
員
） 

　
〃
　
副
会
長
　
浅
原
　
利
夫
　
（
新
開
作
西
自
治
委
員
） 

　
　
　
委
　
員
　
河
村
　
昌
俊
　
（
公
民
館
運
営
審
議
会
） 

　
　
　
　
〃
　
　
松
永
　
君
子
　
（
婦
人
会
） 

　
　
　
　
〃
　
　
粟
山
　
新
治
　
（
山
口
市
農
業
委
員
） 

　
　
　
　
〃
　
　
木
村
　
恒
之
　
（
体
育
協
会
） 

民
生
部
会
　
長
　
原
田
　
正
之
　
（
東
開
作
自
治
委
員
） 

　
〃
　
副
会
長
　
山
下
　
武
彦
　
（
島
下
自
治
委
員
） 

　
　
　
委
　
員
　
林
　
　
政
雄
　
（
社
会
福
祉
協
議
会
） 

　
　
　
　
〃
　
　
中
村
　
治
美
　
（
防
犯
対
策
協
議
会
） 

土
木
部
会
　
長
　
中
尾
　
秀
秋
　
（
向
山
中
自
治
委
員
） 

　
〃
　
副
会
長
　
末
永
　
正
行
　
（
向
山
上
自
治
委
員
） 

　
　
　
委
　
員
　
河
村
　
博
次
　
（
消
防
団
） 

　
　
　
　
〃
　
　
田
中
　
信
征
　
（
Ｊ
Ａ
） 

教
育
部
会
　
長
　
福
永
　
義
之
　
（
新
開
作
東
自
治
委
員
） 

　
〃
　
副
会
長
　
田
中
　
　
充
　
（
西
開
作
上
自
治
委
員
） 

　
　
　
委
　
員
　
中
村
　
芳
男
　
（
青
少
協
） 
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各 部 会 長

ご 挨 拶

各 部 会 長

ご 挨 拶

　
こ
の
度
、
総
務
部
会
長
と
い
う
大
役
を
務
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
な
に
ぶ
ん
に
も
発
足
し
た
ば
か
り
で
す
、
皆

様
方
の
ご
意
見
を
拝
聴
し
な
が
ら
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
又
、
自
治
会
だ
よ
り
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆

様
方
よ
り
心
待
ち
い
た
だ
け
る
よ
う
な
活
動
内

容
が
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
ス
タ
ッ
フ
一
同
の

力
添
え
に
よ
り
頑
張
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。 

総
務
部
会
長
　 

　
　
国
重
　
　
昇 

　
こ
の
度
、
土
木
部
会
長
を
引
き
受
け
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
役
は
初
め
て

で
あ
り
ま
す
が
、
ご
期
待
に
そ
え
る
よ
う
精
一

杯
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
ご
指
導
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

　
行
政
当
局
へ
の
働
き
と
し
ま
し
て
、
名
田
島

自
治
連
合
会
土
木
部
会
の
一
つ
の
要
望
が
成
果

と
し
て
あ
が
る
よ
う
に
し
、
個
人
の
力
よ
り
や

っ
ぱ
り
自
治
会
組
織
に
し
た
方
が
良
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
よ
う
に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

土
木
部
会
長
　 

　
　
中
尾
　
秀
秋 

民
生
部
会
長
　 

　
　
原
田
　
正
之 

　
地
域
の
教
育
や
文
化
に
つ
い
て
、
皆
様
と
一

緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
意
見
を
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
そ
の
ご
意
見
が
実
現
で
き
ま
す
よ
う

頑
張
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

教
育
部
会
長
　 

　
　
福
永
　
義
之 

　
比
の
度
民
生
部
会
長
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
り
、
早

速
五
月
二
十
四
日
に
、
バ
イ
パ
ス
側
道
・
椹
野
川
河
川

敷
の
清
掃
活
動
を
五
十
数
名
の
ご
協
力
を
得
て
行
な
い

ま
し
た
。
数
日
後
に
回
っ
て
見
る
と
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と

ゴ
ミ
が
捨
て
て
あ
り
ま
す
。
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ず
に
持

ち
帰
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
・
燃
え
る
ゴ
ミ
・
不
燃
物
等
に

分
類
し
て
処
理
す
る
よ
う
に
心
掛
け
る
と
共
に
、
日
常

生
活
の
中
で
ど
う
し
た
ら
ゴ
ミ
を
少
な
く
す
る
こ
と
が

出
来
る
か
真
剣
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

　
名
田
島
の
人
口
は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。
さ
み
し

い
か
ぎ
り
で
す
。
高
齢
者
は
健
康
で
長
生
き
し
、
新
し

い
生
命
の
誕
生
が
多
く
な
る
こ
と
を
切
に
望
む
と
こ
ろ

で
す
。 

　
住
宅
、
職
業
等
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま

す
が
若
者
が
地
元
に
定
住
し
名
田
島
の
将
来
に
希
望
と

活
力
を
与
え
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。 

　
こ
れ
か
ら
の
民
生
部
の
活
動
に
対
し
て
地
区
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
と
ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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総会、その他会議 

山口市自治会連合会負担金 

 

山口市自治会連合会視察 

 

コピー使用料（公民館） 

切　手 

文　具 

祝　儀 

会議交通費 

 

33,000円×3回 

総務部会 

民生部会 

土木部会 

教育部会 

総 務 費  

会 議 費  

負 担 金  

 

 

 

事 務 費  

 

 

交 際 費  

交 通 費  

事 業 費  

自治会だより 

部 会 事 業  

 

 

 

予 備 費  

合 　 計  

 

70,000 

23,000 

 

 

 

40,000 

 

 

30,000 

30,000 

 

99,000 

200,000 

 

 

 

20,000 

512,000

193,000 

70,000 

 

18,000 

 

5,000 

20,000 

10,000 

10,000 

30,000 

30,000 

299,000 

99,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

20,000

487戸×1,000円 

法人5×5,000円 

 

会 費  

 

合 　 計  

 

512,000 

 

512,000

487,000 

25,000

項　　目 予算額 附　　　　記 項　　目 予算額 附　　　　記 

収入の部 支出の部 （単位：円） 

平 成 15 年 度 予 算  

ち
ょ
っ
と
こ
の
時
期

気
に
な
る

話話

　
台
風
が
近
づ
い
て
く
る
と
き
、
非

常
に
多
く
の
場
合
、
人
々
の
関
心
が

「
中
心
の
位
置
が
ど
こ
で
あ
る
か
」

に
集
ま
り
ま
す
。
 

　
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
注
目
し
て
い

た
の
で
は
、
防
災
対
策
と
し
て
き
わ

め
て
不
十
分
で
す
。
 

　
中
心
の
ま
わ
り
に
は
直
径
が
数
百

キ
ロ
に
及
ぶ
広
い
暴
風
域
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
暴
風
域
こ
そ
が
、
迎
え
撃

た
ね
ば
な
ら
な
い
防
災
対
象
で
す
。

中
心
だ
け
が
台
風
な
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
中
心
は
、
そ
の
暴
風
域
の
所

在
を
知
る
た
め
の
目
印
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
気
象
庁
の
台
風
情
報
や
予

報
図
に
は
、
必
ず
中
心
と
暴
風
域
と

が
示
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

暴
風
域
の
中
に
も
外
に
も
た
く
さ
ん

の
雨
雲
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
全
体
が
台
風
な
の
で
す
。
 

　
台
風
は
、
中
心
と
い
う
点
で
は
な

く
、
暴
風
と
雨
雲
と
の
か
た
ま
り
（
面
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で

く
だ
さ
い
。
 

　
け
れ
ど
も
、
た
っ
た
一
つ
、
例
外

が
あ
り
ま
す
。
 

　
台
風
が
や
っ
て
く
る
方
向
に
向
け

て
湾
口
が
開
い
て
い
る
湾
の
沿
岸
の

方
々
に
、
こ
の
例
外
が
当
て
は
ま
り

ま
す
。
台
風
の
中
心
が
湾
の
西
を
通

る
か
、
東
を
通
る
か
は
、
重
大
問
題

で
す
。
 

　
中
心
が
湾
の
西
側
を
通
っ
て
北
上

す
る
と
、
高
潮
が
発
生
し
ま
す
。
 

　
例
え
ば
、
有
明
海
、
周
防
灘
、
大

阪
湾
、
伊
勢
湾
、
東
京
湾
等
々
の
西

岸
に
接
近
し
て
中
心
が
通
る
と
、
湾

の
海
水
が
ど
っ
と
陸
地
に
押
し
寄
せ

て
き
て
、
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

　
高
潮
か
ら
生
命
を
守
る
方
法
は
、

た
だ
一
つ
、
湾
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し

ま
う
こ
と
で
す
。
高
潮
注
意
報
や
高

潮
警
報
が
出
た
な
ら
ば
、
湾
の
近
く

か
ら
退
避
す
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。
 



4

（目　的） 
第 1 条　　この会は、名田島地区の各集落の連絡調整
と協調を図り、地区内の各種団体との連携を密にし、
よりよい地域づくりをめざし、名田島地区住民の福
祉の増進、文化の向上、地域の振興発展に寄与する
ことを目的とする。 

 
（名称及び所在地） 
第 2 条　この会は、名田島自治会連合会（以下「会」と
いう。）と称し、事務局を名田島出張所内に置く。 

 
（組　織） 
第 3 条　この会は、名田島地区内居住者及び勤務者で
組織し、次の名号から選出した委員で運営する。 

　　 各集落代表者（自治会）1名 
　　 各種団体の代表者 
　　 　前項委員の推薦する者 
　委員は、代理人を出席させることができる。 
　代理人は、会長の承認を得て、会議で意見を述
べるとともに議決権を行使することができる。 

 
（事　業） 
第 4 条　この会は、第1条の目的を達成するため、次
の事業を行う。 

　 自治会活動の積極的な推進、各集落の相互連携
に関すること 

　 各種団体との連携並びに相互支援に関すること 
　 　地域経済の振興、生活文化の向上、福祉の増進

環境美化等に関すること 
　 　住民の要請に基づく陳情・請願に関すること 
　 　行政機関等の諮問に対する答申並びに意見具申

に関すること 
　 　その他目的を達成するために必要とする事業 
 
（役員及び選出） 
第 5 条　この会に次の役員を置く。役員の選出は委員
の互選による 

　　会長 1名、副会長 2名、会計 1名、監事 2名、　
　部会長4名 

 
（顧問及び参与） 
第 6 条　この会に、総会の承認を得て顧問及び参与を
置くことができる。 

　 顧問及び参与は、会長が総会に諮り委嘱する。 
　 顧問は、総会及び部会に出席し、会長及び部会

長の諮問に応じ助言及び意見を述べることができ
る。 

　 参与は、会に対し指導、助言、意見を述べるこ
とができる。 

 
（役員の任務） 
第 7 条　会長は会務を総理し、会を代表する。 

　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又
は、会長が欠けたときは会長の職務を行う。 
　会計は、この会の会計を処理する。 
　監事は、この会の会計監査と必要に応じ業務監
査を行う。 
　部会長は、それぞれの部会を総理し、その部会
を代表する。 

 
（委員及び役員の任期） 
第 8 条　委員及び役員の任期は、2年とする。ただし、
再任を妨げない。 
　補欠の委員及び役員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
　委員及び役員は、任期満了の後においても後任
者が就任するまでは、その職務を行う。 

 
（事務局） 
第 9 条　この会に事務局を設け、事務局員若干名を置
くことができる。 
　事務局員は会長が委嘱する。 

 
（会　議） 
第10条　会長は、委員を招集し総会及び委員会を開催
する。 
　総会は、この会の最高議決機関で次の事項を決
議する。 

　　 役員の選任に関すること 
　　 事業報告及び決算報告 
　　 事業計画及び収支予算 
　　 規約の改廃 
　　 会費の徴収に関する事項 
　　 名田島地区に関する重要事項 
　　 その他この会の運営に関する重要事項 
　総会の議長は、会長が務める。 
　総会は、委員の3分の 2以上の出席で成立し、
議決は出席委員の過半数以上をもって決する。可
否同数の場合は、議長の決するところによる。 
　委員会は、必要に応じ会長が招集する。 
　事務局員は会議に出席し、議長の許可を得て意
見を述べることができる。 

 
（部　会） 
第11条　この会に、次の部会を設置することができる。 
　 総務部会 
　 民生部会 
　 土木部会 
　 教育部会 

　各部会は、部会長 1人、副部会長 l人、部会員
により構成され、委員をもってあてる。 
　各部会は、部会長が招集し開催する。 

 
（会　計） 
第12条　この会の経費は、会費、負担金、助成金、寄
付金及びその他の収入をもってあてる。 

 
（会費の徴収） 
第13条　会費は、名田島地区内の集落に属する各戸か
ら徴収し、l戸当たり年額1,000円とする。また、法
人については、1社当たり年額5,000円とする。 
　会費は、第3条第 1項 の委員が、毎年4月に
各集落分をとりまとめ徴収する。 
　徴収した会費は、原則として返還しない。 

 
（会計年度） 
第14条　この会の会計年度は、毎年4月 1日から翌年
3月31日までとする。 

 
（その他） 
第15条　この規約に定めるものの他、必要な事項は会
長が別に定める。 
　この会は、事業を遂行するために必要がある場
合は、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、
説明その他必要な協力を求めることが出来る。 

 
附則 
　この規約は、平成15年 4月 1日から施行する。 

名 田 島 自 治 会 連 合 会 規 約  



（目　的） 
第 1 条　この要綱は、名田島自治会連合会規約第 l条、
4条の目的を円滑に遂行するために必要な事項を定め、
もって連合会の円滑な実施に資することを目的とする。 

 
（組　織） 
第 2 条　名田島自治会連合会規約第3条第 2項におけ
る委員とは、次に挙げる組織の代表者とする。 

　　社会福祉協議会 
　　公民館運営審議会 
　　婦人会 
　　防犯対策協議会 
　　山口市農業委員 
　　体育協会 
　　消防団 
　　青少年健全育成地区民会議 
　　山口中央農協名田島支所 
（役員の任務） 
第 3 条　会長は、年度初めに予算案を作成し、総会に
諮る。 
　会計の任務は次のとおりとする。 

　　 　出納に関すること 
　　　ア　出納票の作成 
　　　イ　出納一覧の作成 
　　　ウ　通帳の管理 
　　　エ　決算に関すること 
　　　オ　その他出納に関すること 

　会計は、事務局に事務局員がいる場合、前項の
任務を事務局員に委任することができる。ただし、
会計処理が事務局員に委任された場合においても、
統括は会計が行う。 
　会計は、会計監査のために、当該年度会計が終
了し次第、次に挙げる物を監事に提出する。 

　　 出納票 
出納一覧 
通帳 
決算書 
監事は、当該会計年度が終了し次第、会計監査
を行い、監査結果を総会において報告する。 

 
（事務局） 
第 4 条　名田島自治会連合会規約第9条に於ける事務
局員は、事務局の事務処理を行う十分な能力をもつ
者とする。 
事務局員の事務内容は、次のとおりとする。 

　　 文書事務 
連絡及び調整事務 
事業補助 
備品管理 
会計に会計処理を委任された場合においては、
第3条第3項 の任務 
山口市地域コミュニティ団体支援事業に関す
ること 
その他雑務 

 
（旅費・日当） 
第 5 条　名田島自治会連合会規約第3条の各委員及び、
同規約第6条の顧問及び参与については、無給とす

る。ただし、連合会代表者として、山口市南部地域
外の会議や大会等に出席する場合においては、日当
及び旅費として1,500円を支給する。 
事務局員の給与については、年額を山口市地域
コミュニティ団体支援事業で定める名田島地区件
費の額と同額とする。ただし、委嘱期間が1年に
満たない場合は、月割りとする。 

 
（会議） 
第 6 条　定例総会を毎年4月に開催する。 

　会長が必要と認めるときは、会長は臨時総会を
招集することができる。 

 
（各部会の任務） 
第 7 条　各部会の担当分掌は次のとおりとする。 
　　 　総務部会 
　　　ア　自治会運営全般に関すること 
　　　イ　事業の振興に関すること 
　　　ウ　名田島地区の広報に関すること 
　　　エ　イベント等の企画に関すること 
　　 　民生部会 
　　　ア　自然環境の保全・美化に関すること 
　　　イ　生活環境の維持・向上に関すること 
　　　ウ　食の安全・振興に関すること 
　　　エ　高齢者福祉事業の推進に関すること 
　　　オ　乳幼児福祉事業推進に関すること 
　　　カ　若者の定住促進に関すること 
　　 　土木部会 
　　　ア　用水池や河川、堤防、道路の安全対策推進

に関すること 
　　　イ　住宅や道路、農地等の整備計画に関すること 
　　　ウ　公共設備の設置に関すること 
　　　エ　防災に関すること 
　　 　教育部会 
　　　ア　青少年健全育成に関すること 
　　　イ　学校整備に関すること 
　　　ウ　生涯学習の推進に関すること 
　　　エ　文化財保護に関すること 
　　　オ　地区の文化・歴史に関すること 
 
（部会員の任期） 
第 8 条　部会の各構成員の任期は、2年とする。 

補欠の委員及び役員の任期は、前任者の残任期
間とする。 
委員及び役員は、任期満了の後においても後任
者が就任するまでは、その職務を行う。 

 
（その他） 
第 9 条　この要綱に定めるものの他、必要な事項は会
長が定める。 

 
 
附則 
　この要綱は、平成15年 4月 1日から施行する。 
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平成15年7月 名田島自治会連合会組織図 名田島自治会連合会組織図 

名田島自治会連合会 

総 会 ・ 臨 時 総 会  自 治 委 員    
社 会 福 祉 協 議 会        
公民館運営審議会       
婦 人 会  
防 犯 対 策 協 議 会  
山 口 市 農 業 委 員        
体 育 協 会    
消 防 団  
青少年健全育成地区民会議                       
山口中央農協名田島支所      

役 員 会  

事 業 推 進 部 会  
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務

部

会

 

民

生
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会
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木
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会

 

教

育
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会
 

役　員　会 
　正 副 会 長 
　各 部 会 長 

事　務　局 
　　　書 　 記  
　　 会 　 計  

監　　事 

職 員 募 集  職 員 募 集  
★ 求 人 内 容  
 

仕 事 内 容
 

 
 
勤 務 地  
雇 用 期 間  
求 人 数  
勤 務 時 間  
賃 金  

休 日  
 
募 集 期 間  
★問い合わせ先 
実 施 自 治 体  
担 当 部 署  
 
 
備 考  

 
地区における地域コミュニティ推進に
係る事務局業務、事業の企画・実施に
関する業務及びその他地域コミュニテ
ィ団体の活動支援に関する業務 
山口市大字名田島（地区出張所内） 
平成15年 8月 1日～平成16年 1月30日 
1名 
月40時間 
時間給　840円 
土曜日・日曜日・年末年始及び国民の
祝日に関する法律に定める日 
平成15年7月 1日～7日 
 
山口市 
名田島出張所　 083－972－0710 
・募集者は、勤務地（山口市大字名田島）
在住の方に限らせていただきます。 

・募集は、応募状況により募集期間途中で
も締め切る場合がありますので、ご注意
ください。 

編

集

後

記
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タイトル
募集 

自治会だよりのタイトルを 
募集します。 

■募集期間／7月末日まで 

※各地区の自治委員 

　　又は名田島出張所まで 
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